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   武蔵野市高等学校等入学準備金支給要綱の一部を改正する要綱          

 

 武蔵野市高等学校等入学準備金支給要綱（平成 29年２月１日適用）の一部

を次のように改正する。  

 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、それぞれ対応す

る説明の欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。  

 次の表中、改正前の欄又は改正後の欄にのみ下線が引かれた部分について

は、それぞれ対応する説明の欄に掲げる改正を行う。  

 

改正前  改正後  説明  

 （受給資格の認定）  

第４条  受給資格者は、入学準

備金の支給を受けようとする

ときは、武蔵野市就学援助費

兼高等学校等入学準備金受給

資格認定申請書（就学援助要

綱第１号様式）により武蔵野

市 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 委 員

会」という。）に申請し、そ

の認定を受けなければならな

い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  前項の規定による申請は、

高等学校等に進学する年の３

 （受給資格の認定）  

第４条  受給資格者は、入学準

備金の支給を受けようとする

ときは、武蔵野市就学援助費

兼高等学校等入学準備金受給

資格認定申請書（就学援助要

綱 第 １ 号 様 式 。 以 下 「 申 請

書」という。）に必要な書類

を添えて武蔵野市教育委員会

（以下「委員会」という。）

に申請し、その認定を受けな

ければならない。  

２  前項の規定にかかわらず、

受給資格者は、申請書に代え

て、当該申請書に記載すべき

事項の入力及び添付書類を記

録した電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録

をいう。）により、委員会指

定の電子申請を用いて委員会

に申請することができるもの

とする。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 申 請

は、高等学校等に進学する年

 

 

 

字句の改正  

 

 

 

 

 

 

 

 

項の追加  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項の繰下げ及び  

字句の改正  
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月 31日までに行わなければな

らない。  

３  第１項の規定による申請を

した受給資格者は、次項の規

定 に よ る 通 知 を 受 け る ま で

は、武蔵野市就学援助費兼高

等学校等入学準備金受給資格

認定申請取消届（就学援助要

綱第３号様式）を委員会に提

出することにより、いつでも

その申請を取り消すことがで

きる。  

４  委員会は、第１項の規定に

よる申請を受けたときは、そ

の内容について審査し、認定

することを決定したときは武

蔵野市就学援助費兼高等学校

等入学準備金受給資格認定通

知書（就学援助要綱第４号様

式）により、認定しないこと

を決定したときは武蔵野市就

学援助費兼高等学校等入学準

備金受給資格否認定通知書（

就学援助要綱第５号様式）に

より、申請者に通知するもの

とする。  

の３月 31日までに行わなけれ

ばならない。  

４  第１項及び第２項の規定に

よ る 申 請 を し た 受 給 資 格 者

は、次項の規定による通知を

受けるまでは、武蔵野市就学

援助費兼高等学校等入学準備

金受給資格認定申請取消届（

就学援助要綱第３号様式）を

委 員 会 に 提 出 す る こ と に よ

り、いつでもその申請を取り

消すことができる。  

５  委員会は、第１項及び第２

項の規定による申請を受けた

ときは、その内容について審

査し、認定することを決定し

たときは武蔵野市教育委員会

教育長（以下「教育長」とい

う。）が別に定める武蔵野市

就学援助費兼高等学校等入学

準備金受給資格認定通知書に

より、認定しないことを決定

したときは教育長が別に定め

る武蔵野市就学援助費兼高等

学校等入学準備金受給資格否

認定通知書により、申請者に

通知するものとする。  

 

 

項の繰下げ及び

字句の追加  

 

 

 

 

 

 

 

 

項の繰下げ及び  

字句の追加  

 

 

字句の追加  

 

字句の削除  

 

 

 

字句の追加及び

削除  

   付  則  

 この要綱は、令和８年１月１日から適用する。  

 


